
天王川公園　

【禁止事項】

・都市公園を損傷し、又は汚損すること。

・竹林を伐採し、又は植物を採取すること。

・土地の形質を変更すること。

・鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

・張り紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

・立入禁止区域に立ち入ること。

・指定された場所以外への車馬を乗り入れ、又は停め置くこと。

・都市公園をその用途外に使用すること。

・芝生地、人工芝への車両の乗入れをすること。

・側溝蓋に車両を載せること。（車両対応蓋ではありません）

・その他管理上の支障となる行為。

【特記事項】

・イベント開催等で渋滞し、近隣に迷惑をかけないよう警備員を配置する

　責任は行為許可申請者とする。

※必要に応じ、地域自治会長に挨拶に行くこと。

・イベント開催等の音響で近隣に迷惑をかけないよう留意する

　責任は行為許可申請者とする。（太鼓等の鳴り物禁止、片岡銅像前で40dc以下）

・イベント開催等で発生するゴミ処分の責任は行為許可申請者とする。

・イベント開催等で車両を搬入した場合に発生する「わだち」の整地・復旧

　責任は行為許可申請者とする。

・イベント開催等で飲食販売がある場合、保健所及び消防への届出の

　責任は行為許可申請者とする。

※近隣や第三者から苦情がある場合は行為許可申請者が対応すること。

※イベント開催により怪我や食中毒等、第三者に損害を与えた場合、

　　補償責任は行為許可申請者とする。

※禁止事項等に抵触し損害を与えた場合は、行為許可申請者に別途請求する。

行為許可/注意事項


